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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１１月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年６月２３日（月） ０８時２０分ごろ 

発生場所 山口県周防大島町伊保田
い ほ た

港北方沖 

 伊保田港Ａ防波堤東灯台から真方位３５３°１,１３０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５７.３′ 東経１３２°２６.３′） 

事故調査の経過  平成２６年６月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第十一恵
え

千
ち

丸、１３トン 

   ＨＳ２－１９４６（漁船登録番号）、浜本水産株式会社 

   １４.９３ｍ（Lr）×４.４２ｍ×１.５１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２８１kＷ（動力漁船登録票による）、平成７

年１１月２６日 

Ｂ プレジャーボート 大宮
おおみや

丸、２.０トン 

   ２７０－４５３９５広島、個人所有 

   ７.６１ｍ（Lr）×２.１９ｍ×０.７３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１１０kＷ、平成１７年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５５歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許 登録 日 昭和５３年２月１７日 

    免許証交付日 平成２３年１１月１０日 

           （平成２９年６月２１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５３歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許 登録 日 昭和５８年５月１２日 

    免許証交付日 平成２５年５月７日 

           （平成３０年５月１１日まで有効） 

  同乗者Ｂ 男性 ８４歳  

 死傷者等 軽傷 ２人（船長Ｂ及び同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷中央部に亀裂及び操舵室が圧壊 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員２人が乗り組み、伊保田港北西方沖を約
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２０㎞/h の対地速力で南東進中、Ａ船の右舷船首方から左舷船首方

に向けて伊保田港行きのフェリーが通過して行った際、船長Ａが、船

首甲板に設置されているかき棚の吊
つり

揚げ用クレーンのブーム（操舵室

上部に倒して置いた状態）や操縦席前の旋回窓等で船首方に死角（視

界が制限される状態）を生じていたものの、船首方にフェリー以外の

他船が見当たらなかったので、船首方には他船はいないものと思って

航行を続け、平成２６年６月２３日０８時２０分ごろ、伊保田港北方

沖において、Ａ船の船首部とＢ船の右舷中央部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂを乗せ、伊保田港北方

沖で機関を停止して船首を西方に向けて錨泊中、船長Ｂが右舷船尾甲

板で右舷方を、同乗者Ｂが左舷船尾甲板で左舷方をそれぞれ見ながら

釣りを行っていた。 

船長Ｂは、右舷船首方約５００ｍに接近するＡ船を初認し、Ａ船が

Ｂ船の釣果を聞きに接近して来るものと思い、釣りを続けていたが、

Ａ船が約３００ｍまで接近しても速力を落とさなかったことから、操

縦室に行って汽笛を鳴らしたものの、約３０ｍまで接近して来たの

で、危険を感じて同乗者Ｂにしゃがむ
．．．．

ように伝えるとともに、船長Ｂ

も操縦室出入口付近の手すり
．．

等をつかんで姿勢を低くした直後、Ｂ船

とＡ船とが衝突した。 

Ａ船及びＢ船は、自力航行して伊保田港に入港し、船長Ｂ及び同乗

者Ｂが病院で受診したところ、船長Ｂが、顔面挫傷及び顔面多発挫

創、同乗者Ｂが、右肩及び右側胸部挫傷と診断され、その後、それぞ

れ帰港した。 

（写真１ Ａ船の操縦席からの見通し状況、写真２ Ａ船の損傷状

況、写真３ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 １、視程 約１０㎞ 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

船長Ａは、乗組員２人を見張りに当たらせず、操縦席に腰を掛けて

操船を行っていた。 

Ｂ船は、水深約２８ｍの場所において、重さ約７㎏の錨に長さ約

１.５ｍ、重さ約７㎏のチェーン及び直径約１２mm の化学繊維製ロー

プを取り付けて船首から投入し、同ロープを約５０ｍ繰り出してい

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、伊保田港北方沖を南東進中、船長Ａが、かき棚の吊揚げ用

クレーンのブームや操縦席前の旋回窓等で船首方に死角を生じていた

ものの、左舷及び右舷船首方に他船が見当たらなかったので、船首方
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には他船はいないものと思って航行したことから、Ｂ船に気付かず、

Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、伊保田港北方沖で錨泊して釣り中、船長Ｂが、右舷船首方

約５００ｍに接近するＡ船を初認し、Ａ船が釣果を聞きに接近して来

るものと思っていたところ、速力を落とさずに接近するので、汽笛を

鳴らしたものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、伊保田港北方沖において、Ａ船が南東進中、Ｂ船が錨泊

して釣り中、船長Ａが、船首方向には他船はいないものと思って航行

したため、Ｂ船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したもの

と考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船首方に死角が生じる場合には、船首部に見張り員を配置した

り、船首を左右に振るなどして適切な見張りを行うこと。 
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写真１ Ａ船の操縦席からの見通し状況  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かき棚の吊揚げ用クレーンのブーム    旋回窓 

 

写真２ Ａ船の損傷状況 
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写真３ Ｂ船の損傷状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


